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人権だより
考えてみませんか、私の人権、あなたの人権。

総務課（吉備庁舎）
電話　　　22-3291
ファクス　52-3210

人
権
と
は
「
人
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し

て
持
つ
権
利
」
で
す
。
日
本
国
憲
法
11
条

で
は
「
基
本
的
人
権
は
侵
す
こ
と
の
で
き

な
い
永
久
の
権
利
」
と
う
た
わ
れ
て
い
ま

す
。
人
間
が
人
間
と
し
て
生
き
る
た
め
に

保
証
さ
れ
て
い
る
権
利
が
人
権
で
す
が
、

私
た
ち
の
身
の
回
り
を
見
渡
す
と
、
必
ず

し
も
守
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
況

が
あ
り
ま
す
。

昨
今
、
異
常
気
象
の
影
響
に
よ
り
、
日

本
の
ど
こ
に
い
て
も
大
雨
に
よ
る
水
害
や

地
震
な
ど
の
災
害
に
遭
う
リ
ス
ク
が
高

ま
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。い
ざ
被
災
し
、

避
難
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
き
、
私

た
ち
は
自
分
自
身
の
人
権
、
そ
し
て
他
者

の
人
権
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う

か
。
ま
た
、
世
界
で
は
今
も
あ
ち
こ
ち
で

戦
争
が
起
き
て
い
て
、
多
く
の
人
々
が
犠

牲
と
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
国
内
に
お
い

て
も
、
S
N
S
で
の
誹
謗
中
傷
や
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
に
よ
る
差
別
・
偏
見
が
現
実
に
存

在
し
て
い
ま
す
。

人
権
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
最
も
大
切

で
、最
も
基
本
的
な
権
利
で
あ
り
な
が
ら
、

平
和
な
日
常
の
中
で
は
当
た
り
前
の
も
の

と
し
て
受
け
止
め
、
忘
れ
が
ち
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
時
々
立
ち

身
近
な
人
権
を
考
え
る

止
ま
り
、
自
分
の
人
権
は
守
ら
れ
て
い
る

か
、
ま
た
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
他
人

の
人
権
を
侵
し
て
い
な
い
か
を
見
つ
め
直

す
時
間
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

人
権
機
関
有
田
川
理
事　

佐
々
木 

剛

人権特設相談所
日常生活や身の回りの人権問題について、人権擁護委

員が相談を受けます。相談は無料で、秘密は厳守します。
●日時／ 2 月 19 日（木）13:00~16:00
●場所／清水会館

電話による人権相談窓口
みんなの人権 110 番（さまざまな人権問題）

☎ 0570-003-110
こどもの人権 110 番（いじめ・虐待など子どもの人権問題）

☎ 0120-007-110

ま
ち
の
相
談
パ
ー
ト
ナ
ー

人
権
擁
護
委
員

こ
ど
も
の
人
権
S
O
S

ミ
ニ
レ
タ
ー

法
務
省
の
人
権
擁
護
機
関
で
は
、
子
ど

も
の
人
権
問
題
へ
の
対
応
策
と
し
て
、
全

国
の
小
・
中
学
校
の
児
童
・
生
徒
に
「
こ

ど
も
の
人
権
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ミ
ニ
レ
タ
ー
」
を
配

布
し
て
い
ま
す
。

●
対
象
者
／
全
国
の
小
学
校
・
中
学
校
の

児
童
・
生
徒

●
内
容
／
ミ
ニ
レ
タ
ー
を
通
じ
て
、
教
師

や
保
護
者
に
も
相
談
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
子
ど
も
の
悩
み
を
的
確
に
把
握

し
、
学
校
お
よ
び
関
係
機
関
と
連
携
を

図
り
な
が
ら
、
子
ど
も
を
め
ぐ
る
さ
ま

ざ
ま
な
人
権
問
題
の
解
決
に
当
た
り
ま

す
。

●
実
施
機
関
／
法
務
局
・
地
方
法
務
局
お

よ
び
都
道
府
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

●
設
置
場
所

・
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
（
A
L
E
C
）

・
金
屋
図
書
館

・
し
み
ず
図
書
室

人
権
擁
護
委
員
は
、
国
民
の
基
本
的
人

権
を
守
り
、
人
権
の
大
切
さ
を
広
く
知
っ

て
も
ら
う
た
め
、
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ

れ
て
活
動
す
る
民
間
の
方
々
で
す
。

現
在
、
全
国
の
市
町
村
に
約
1
万
4
千

人
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
町
で
も
、

街
頭
啓
発
・
学
校
訪
問
・
特
設
相
談
所
の

開
設
な
ど
、
地
域
に
根
差
し
た
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。

①
人
権
啓
発
／
住
民
一
人
一
人
の
人
権
意

識
を
高
め
る
た
め
の
啓
発
活
動
。

②
人
権
相
談
／
面
談
・
電
話
・
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
・
手
紙
に
よ
る
人
権
相
談
へ
の

対
応
。

③
人
権
侵
害
の
被
害
者
救
済
／
被
害
者
な

ど
か
ら
の
申
告
を
受
け
、
法
務
局
と
連

携
し
て
調
査
を
行
う
な
ど
、
問
題
解
決

に
導
く
。
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